
第50回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

第50期（2019年３月１日～2020年２月29日）

計算書類の個別注記表

北雄ラッキー株式会社

法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ

ブサイト（https://www.hokuyu-lucky.co.jp）に掲載することにより、

株主の皆様に提供しているものであります。

表紙



〔個別注記表〕

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準及び評価方法

①　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

・商品　生鮮食料品　　　　　　　最終仕入原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく

簿価の切下げの方法により算定）

　　　　その他の商品　　　　　　売価還元法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下

に基づく簿価の切下げの方法により算定）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく

簿価の切下げの方法により算定）

（２）固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物　　　３～45年

　工具、器具及び備品　２～20年

②　無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③　長期前払費用　　　　　　　　　定額法

④　リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、

リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

（３）繰延資産の処理方法

社債発行費　　　　　　　　　　償還期間にわたり均等償却しております。

（４）引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

③　ポイント引当金

　販売促進を目的としたポイントカード制度により顧客に付与したポイントの将来の使用に関する費用負

担に備えるため、当事業年度末の未使用残高に対して将来使用されると見込まれる金額を計上しておりま

す。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

イ、退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

ロ、数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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（追加情報）

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を「役員退職慰労引当金」

に計上しておりましたが、2019年５月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制

度を廃止し、在任期間に対応する役員退職慰労金を打切り支給することが決議されております。

　これにより、当事業年度において「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打切り支給額を固定負債の

「長期未払金」に計上しております。

（５）ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利スワップ

ヘッジ対象………借入金の利息

③　ヘッジ方針

　借入金の金利上昇による支払利息増加のリスクを回避する目的で実施しており、ヘッジ対象の識別は個

別契約ごとに行っております。

④　ヘッジの有効性の評価方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

（６）その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（７）未適用の会計基準等

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日　企業会計基

準委員会）

①　概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括

的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、

FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、

Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会

において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号

と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り

入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に

配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ

ております。

②　適用予定日

2023年２月期の期首から適用します。

③　当該会計基準等の適用による影響

　「収益認識に関する会計基準」等の適用による計算書類に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当事業年

度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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３．貸借対照表に関する注記

（１）担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

（担保資産）

現金及び預金 550,000千円

建　　物 2,747,940千円

土　　地 7,020,156千円

合　　計 10,318,097千円

（担保付債務）

短期借入金 3,500,000千円

１年内返済予定の長期借入金 1,021,330千円

長期借入金 1,378,860千円

１年内償還予定の社債 50,000千円

長期預り保証金 87,390千円

合　　計 6,037,580千円

（２）有形固定資産の減価償却累計額 7,817,749千円

（３）当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。当事

業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 1,950,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,950,000千円

４．損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

５．株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首の
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 1,264,640 － － 1,264,640

（２）自己株式の数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首の
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 610 － － 610
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（３）剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決　議
株式の
種類

配当金の
総額（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2019年５月27日
定時株主総会

普通株式 63,201 50 2019年２月28日 2019年５月28日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

2020年５月27日開催予定の第50回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 63,201千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 50円

・基準日 2020年２月29日

・効力発生日 2020年５月28日

６．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 12,004千円

未払事業所税 7,721千円

貸倒引当金 81千円

未払社会保険料 4,868千円

賞与引当金 32,222千円

ポイント引当金 9,603千円

減価償却費 1,652千円

減損損失 80,965千円

資産除去債務 18,968千円

退職給付引当金 267,388千円

その他 46,046千円

評価性引当額 △10,296千円

繰延税金資産合計 471,225千円

繰延税金負債

有価証券評価差額金 △9,573千円

資産除去債務に対応する除去費用 △6,281千円

金融商品会計による差額 △6,841千円

繰延税金負債合計 △22,696千円

繰延税金資産の純額 448,529千円

（２）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3％

寄付金等永久に益金に算入されない項目 0.5％

住民税均等割 3.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.5％
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７．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社は主にスーパーマーケット事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入

や社債発行により調達しております。資金運用については短期的な預金等に限定し、また短期的な運転資

金を銀行等金融機関からの借入により行う方針であります。デリバティブは内部管理規定に従い、借入金

の金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金の顧客信用リスクは、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、当社社内

規定に沿ってリスク低減を図っております。

　投資有価証券は主として業務上関係を有する上場及び非上場企業の株式であります。上場株式について

は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。また、非上

場企業の株式については、発行体の財務状況等を把握し管理しております。

　差入保証金は賃借による出店に際し、契約時賃貸人に対し店舗用建物の保証金を差入れたものでありま

す。当該保証金は期間満了による契約解消時に一括返還、もしくは一定期間経過後数年にわたり均等償還

されるのが通例でありますが、賃貸側の不測の事態の信用リスクに晒されており、賃貸先の状況を定期的

にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や信用リスクの低減を図っております。

　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内に決済されております。借入金のうち、

短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を除く）は主に運転資金に係る調達であり、長期借入金及び社

債は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年であります。

　このうち長期のものの一部については、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、

支払金利の変動リスクを回避し支払利息を固定化するために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を

利用してヘッジしております。

　なお、ヘッジの有効性に関する評価については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

その判定をもって有効性の評価を省略しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針等については、前述の「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載されている「（５）

ヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デ

リバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを低減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を

行っております。

　預り保証金は当社営業店舗のテナント契約に基づき、取引先から預かった保証金・敷金であり、テナン

ト契約の満了又は解消する場合に返金する義務があります。

　資金調達に係る流動性リスクの管理については、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画

を作成し更新することにより、流動性リスクを管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 5 －

〔個別注記表〕



（２）金融商品の時価等に関する事項

　2020年２月29日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません（（注）２．参照）。

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,924,762 1,924,762 －

(2）売掛金 946,230 946,230 －

(3）投資有価証券

その他有価証券 138,532 138,532 －

(4）差入保証金 1,727,089 1,611,037 △116,052

資産計 4,736,616 4,620,563 △116,052

(1）買掛金 3,042,035 3,042,035 －

(2）短期借入金 4,050,000 4,050,000 －

(3）未払金 590,240 590,240 －

(4）社債（*1） 650,000 637,879 △12,120

(5）長期借入金（*2） 2,786,673 2,585,525 △201,147

負債計 11,118,948 10,905,680 △213,268

（*1）１年内償還予定の社債を含んでおります。

（*2）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

(4）差入保証金

　これらは将来キャッシュ・フローの回収予定額を契約期間に対応する国債の利回り等適切な指標

に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負　債

(1）買掛金、(2）短期借入金、(3）未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。

(4）社債

　当社の発行する社債は市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リス

クを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(5）長期借入金

　これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 43,800

　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、「資産 (3) 投資有価証券」には含めておりません。
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３．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,481,313 － － －

売掛金 946,230 － － －

差入保証金 65,228 185,788 89,638 1,386,433

合計 2,492,773 185,788 89,638 1,386,433

４．社債、長期借入金及びその他の負債について、決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 4,050,000 － － － － －

社債 50,000 300,000 300,000 － － －

長期借入金 1,161,382 888,621 482,184 245,876 8,610 －

合計 5,261,382 1,188,621 782,184 245,876 8,610 －

８．賃貸等不動産に関する注記

　当社では、札幌圏を中心に北海道内において商業店舗及び賃貸等不動産を保有しております。なお、商業店

舗については、店舗の一部を賃貸収入を得ることを目的として賃貸しているため、賃貸等不動産として使用さ

れる部分を含む不動産としております。

　これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の貸借対照表計上額及び当事業

年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表計上額
当事業年度末

の時価当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

賃貸等不動産 2,778,916 △5,655 2,773,261 1,920,178

賃貸等不動産として使用され
る部分を含む不動産

424,365 △6,442 417,922 459,782

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．賃貸等不動産の当事業年度増減額のうち、減少額は減価償却費5,655千円であります。

３．賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の当事業年度増減額のうち、主な増加額は新規取得

の641千円、主な減少額は減価償却費の7,071千円であります。

４．当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく

価額であります。第三者からの取得や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映し

ていると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて評価した

金額によっております。また、重要性の乏しいものについては、一定の評価額や適切に市場価格を反

映していると考えられる指標に基づく価額等を時価としております。
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　また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当事業年度における損益

は、次のとおりであります。

（単位：千円）

賃貸収益 賃貸費用 差額
その他

（減損損失等）

賃貸等不動産 113,661 20,960 92,701 －

賃貸等不動産として使用され
る部分を含む不動産

114,361 13,359 101,001 －

（注）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、営業店舗として当社が使用している部分も含むた

め、当該部分の営業収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る賃貸費用につきましては、減

価償却費、租税公課を使用しております。

９．関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

10．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 3,896円52銭

（２）１株当たり当期純利益 173円91銭

（３）１株当たり当期純利益の算定上の基礎

①　損益計算書上の当期純利益 219,825千円

②　普通株式に係る当期純利益 219,825千円

③　普通株式の期中平均株式数 1,264,030株

11．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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